
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

■内容① 新しい時代におけるビジネス環境下での知財を含む契約の重要性・契約態様の変化について 

■内容② 事業との関係において、知財を含む契約におけるこれまでからの特有の留意事項について 

■内容③ 事業との関係において、知財を含む契約における新しい時代の特有の留意事項（ﾃﾞｰﾀ利活用権限に関する契約ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを含む）について 

 

 

■講師 井関 勝守 （いせき かつもり） 氏 

CPJAPAN 綜合特許事務所 所長弁理士 
 

 

 

 

 

 

 

 

■開催概要 

■開催日時 ： 平成 ３０年（２０１８年） ７ 月 １８ 日 （水） １３：３０～１５：３０ 

■場  所 ： 広島発明会館 ４Ｆ 研修室 （〒730-0052 広島市中区千田町 3-13-11） 

■対  象 ： 企業経営者・知財担当者・開発担当者 他 

■定  員 ： ４０名  

■受講料 ： 会員 ３，８００円（税込 4,104 円）   一般 ７，６００円（税込 8,208 円） 

 

 
 
■問合せ ：  一般社団法人広島県発明協会 担当：吉村、小山 

TEL 082-241-3940   FAX 082-241-4088 

E-Mail info@hiroshima-hatsumei.jp    URL http://www. hiroshima-hatsumei.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県発明協会 知的財産セミナー 

※広島県発明協会会員の方は、参加補助券をご利用になれます。 

※知的財産管理技能士の方は、会員価格にて受講できます。 

主催：一般社団法人広島県発明協会   共催：CPJAPAN 綜合特許事務所 

ＩｏＴ，ＡＩ時代にビジネスを賢く進めるための 

知財契約 
ＩｏＴ，ビッグデータ、ＡＩビジネス等の情報技術の発展に伴い、ビジネスにおけるこれらの利活用が注目され、毎日

のように関連した報道がなされています。特に、利益の源泉であるデータの利活用については、データをどうや

って守るのか、どうやって活用するのかを考えなければならない時代にきています。そして、こうしたビジネス

を円滑に進めていくためには、自社だけでは完結するものではなく、タテやヨコとの連携が必須でもあります。新し

い時代に益々複雑化するビジネス環境下で、法制度が十分に追いついていない状況では、特に、新たなビジ

ネスを守るために、契約の重要性が益々高まっています。本セミナーでは、知財を含む契約にスポットを

当て、知財特有の留意すべき事項について、これまでの重要な留意事項を明確にした上で、この新しい時代

における新たな留意事項について解説致します。特に、近似公開されて間もないデータ利活用権限に関

する契約ガイドラインにも言及しながら、賢くビジネスを進めるための知財を含む契約について、事例も交えな

がらわかりやすく解説いたします。是非この機会にご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

【講師紹介】 

 知的財産に関する実務経験約１９年。国内企業のみならず、多くの海外企業の案件に関わり、権利化 

業務に留まらず、知財紛争に関する支援や、技術移転の支援、知財に関する交渉、契約、知財情報の 

分析、知財を活用した事業戦略・海外展開に向けた相談業務など多面的な業務を経験する。これらの業務を通じて様々な立

場で知財契約についても関わってきた。発明推進協会の模倣被害アドバイザー、中小機構の経営支援アドバイザー、中小企

業等外国出願支援事業の審査員（大阪府）、大阪府「ものづくりイノベーションプロジェクト」評価協力員等の公的な業務にも選

任されこれまで関わる。国内外のオープンの研修会や企業内部の研修会などでの講師経験も多い。 

 

協力： （一社）鳥取県発明協会、（一社）島根県発明協会、（一社）岡山県発明協会、（一社）山口県発明協会、（一社）徳島県発明協会 

（一社）香川県発明協会、（一社）愛媛県発明協会、（一社）高知県発明協会、（一社）福岡県発明協会、佐賀県発明協会 

（一社）長崎県発明協会、熊本県発明協会、（一社）大分県発明協会、（一社）宮崎県発明協会、（一社）鹿児島県発明協会 
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 会場までのアクセス  

◆市内電車 

・JR 広島駅より  系統① 広島港（宇品）行き 

・JR 西広島駅より 系統③ 広島港（宇品）行き 

電停「御幸橋」下車 徒歩約３分 

※駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。 

 お支払い方法について  

銀行振込（請求書）、現金のうちからご選択ください。 

・現金の方は、原則として、当日までに当会の窓口で直接、 

お支払いいただくか、現金書留でご送付ください。 

・セミナー開催の３営業日前の日以降にキャンセルの場合、 

受講料はご請求させていただきますので予めご了承くだ 

さい。 

 お 申 込 み  

◆下記参加申込書にご記入の上、ファックス又は郵送にてお申込みください。 

◆電子メールでのお申し込みは下記内容をご記入の上、送信してください。 

 お問合せ・お申込み先  

一般社団法人広島県発明協会 〒730-0052 広島市中区千田町三丁目１３番１１号 

TEL ０８２-２４１-３９４０  FAX ０８２-２４１-４０８８  E-mail  info@hiroshima-hatsumei.jp 
 

ＦＡＸ ０８２－２４１－４０８８                               平成３０年   月   日 
 

『 ＩｏＴ，ＡＩ時代にビジネスを賢く進めるための知財契約（7/18） 』 参加申込書 

会社名  

住 所 〒 

参加者 

（氏 名） 

（部署名）                      （役 職） 

（Ｔ Ｅ Ｌ）                      （Ｆ Ａ Ｘ） 

（E-mail） 

参加者 

（氏 名） 

（部署名）                      （役 職） 

（Ｔ Ｅ Ｌ）                      （Ｆ Ａ Ｘ） 

（E-mail） 

種 別 
会員の場合、協会名を記

載してください。 

□ 一般   □ 会員（     県発明協会） 

□ 知的財産管理技能士 
受講料 

          円 

支払方法 
☑してください 

□ 銀行振込（請求書発行）  □ 現金払い〔 □ 現金書留 □ 窓口〕 

当会発行の参加補助券をお持ちの方のみ、☑してください。 

□参加補助券を利用します      □参加補助券を利用しません 

※本セミナー申込みに際しご提供頂いた個人情報は、本セミナーへの申込みの確認および発明協会実施の 

各種説明会等のご案内以外には使用いたしません。 

 

 
ＩｏＴ，ＡＩ時代にビジネスを賢く進めるための知財契約 
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